
生活習慣病予防健診のご案内 
主 催： 春日井商工会議所 建設・不動産業部会、製造業部会  健診機関：一般財団法人 公衆保健協会 

会員企業を対象に経営者・従業員の方々に対しての健康診断を実施致します。健康診断は労働安全

衛生法において、実施が義務づけられています。今年度未受診の事業所様は、是非受診下さい。 

実 施 日 時間 場  所 金額（税込） 

１２月６日（金） 

９：００～１１：００ 
受付人数：各１０名 

（３０分刻みの予約受付） 

（所要時間 １時間３０分程度） 

商工会議所 

１階 大会議室 
５，２８２円 

★愛知県中小企業共済加入者は、1 名あたり最大５，０００円の健診助成が適用されます。 

 

【 対 象 者 】 協会けんぽ加入事業者の方で、３５歳～７４歳の被保険者（本人） 

【 申 込 方 法 】  ①左記 QRまたは下記 URLのフォームから申込み 

<申込 URL https://forms.gle/fcAdwY58Bog2W9yj6 > 

※ＷＥＢでの申込みが難しい場合はご連絡ください。 

②申込み後「生活習慣病予防健診対象者一覧」(全国健康保険協会より３月頃の 

ご案内に同封)を添付し、ＦＡＸ又はメール（ entry@kcci.or.jp ）にて送付。 

（当所より健診機関を通じて協会けんぽへ手続きをいたします。） 

※付加健診や乳がん検診については当所では受付できません。一般健診との 

セット受診が必要ですので、希望の場合は健診機関へ直接お申込み下さい。 

健診機関：一般財団法人 公衆保健協会 TEL052-481-2161（代表） 

※愛知県中小企業共済加入者で、健診助成をご希望の方は「生活習慣病予防 

健診対象者一覧」の番号に○印を付けるなど分かるようにしてお知らせく 

ださい 

【問診票等の送付】実施日の２週間前までに受診票・検査キットを郵送いたします。 

【 当 日 の 持 ち 物 】受診票・問診票・検査キット・保険証 

          ※愛知県中小企業共済加入者は各自事前に健診助成券を発行いただき、当日窓口に 

て提出をお願いします。 

【 受 診 結 果 通 知 】受診結果は、１ヶ月程度で郵送します。 

【受診料支払方法】請求書を受診結果に同封し送付します。 

【 申 込 期 日 】１０月３１日（木） 

【 連 絡 先 】春日井商工会議所 経営支援課 

 TEL（０５６８）８１－４１４１ 

 

 

 

 

 

 

検査項目 検査内容（全て必須項目です） 

一般健診 

身体計測（身長、体重、腹囲、視力、聴力）、血圧測定、尿検査（糖尿病等の検査）、血液検

査、心電図検査、胸部レントゲン検査、胃部レントゲン検査（バリウム検査）、便潜血反応検

査（大腸がん検査）（※）、診察（視診、触診、聴打診など）、問診 

※便潜血反応検査は、ご家庭で、便を 2 日分採取し、当日ご持参下さい。 

申込フォームは 

こちら 

本健康診断を受診した事業所限定 

無料でご利用できます！ 

健康相談、安全衛生アドバイスなど、保健

師や衛生管理資格者が対応する「オンラ

イン保健室」が無料でご利用できます。 

詳しくは、当所までお問合せください。 

https://forms.gle/fcAdwY58Bog2W9yj6
mailto:entry@kcci.or.jp


生活習慣病予防健診受診予定の事業所様 

 

申込みの際に「生活習慣病予防健診対象者一覧表」が必要です。 

全国健康保険協会（協会けんぽ）より令和６年３月頃の案内に同封されて

おります。 

一覧表が無い場合は、下記の全国健康保険協会愛知支部に再発行の手続

きをして頂き、１0月 31日（木）までにお申込みください。 

空き状況については当所経営支援課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：春日井商工会議所 経営支援課 （0568）81-4141 

 


